
【2009.11.16】    <TOIPCS> 
■ 厚労省が「労働時間適正化キャンペーン」実施 
－長時間労働やサービス残業等の問題解消に向け－

◆ 11月はキャンペーン期間 
 厚生労働省は、11月1日から30日までを、昨年同様に「労働時間適正化キャンペーン」期間とし
て定め、長時間労働やこれに伴うサービス残業等の問題解消を図るため、電話相談や啓発等の
取組みを実施しています。 
 キャンペーンの重点事項としては、①時間外労働協定の適正化等による時間外・休日労働の削
減、②長時間労働者への医師による面接指導等の健康管理に対する体制の整備、③労働時間
の適正な把握の徹底（来年４月１日から施行される改正労働基準法に対応した体制整備も含む）
です。 
 
◆ 取組みの背景 
 この取組みの背景には、平成20年度に行われた各調査において明らかになっている次のことな
どあります。 
 
 （１） 週労働時間60時間以上の労働者の割合が10.0％となっており、子育て世代に当たる30歳
代男性では約20％と依然として長時間労働の実態がみられる。 
 （２） 過労死等の事案である脳血管疾患および虚血性心疾患等で労災認定された件数が377件
と、過重労働による健康障害が多発している。 
 （３） 国の労働基準監督署の指導により、不払いであった割増賃金が支払われた事案のうち、１
企業当たり100万円以上の支払いがなされた企業数は1,553企業、対象労働者は18万730人、支
払われた割増賃金の合計は196億1,351万円となっており、是正指導事案が多くみられた。 
 
◆ 電話による相談も受付け 
 また、平成20年度の「労働時間適正化キャンペーン」として実施した電話相談に寄せられた相談
件数879件のうち、長時間労働に関するものは320件、賃金不払残業に関するものは400件となっ
ており、この問題が非常に大きいことがうかがえます。 
キャンペーンの実施事項としては、事業主へのリーフレットの配布、「労働時間相談ダイヤル」に
よる長時間労働抑制等のための電話相談（11月22日実施。フリーダイヤル：0120-897-713）、使
用者団体・労働組合への周知・啓発の協力要請などです。


